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府省庁名 周知団体数

内閣府 ６
警察庁 ４６
金融庁 ７４
総務省 ４５
法務省 １５
外務省 ２

文部科学省 ９８２

厚生労働省 ３０２

農林水産省 ５２５

経済産業省 ８８３

国土交通省 ２６８

環境省 ２１
防衛省 １
財務省 ３９
消費者庁 １
こども家庭庁 ９
合計 ３，２１９

令和７年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進に関する周知協力依頼の結果について

 「事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議」において、公的手続等のデジタル化推進の一環として「マイナポー
タル連携等を活用した確定申告」の推進、利用拡大や「事業者のデジタル化促進」について、これまで、国税庁から各府省
庁等に対して所管する業界団体・独立行政法人等への周知を依頼。

 各府省庁等の多大なるご協力により令和５年は２，６００、令和６年は２，９００を超える団体への周知を実施。

 令和７年においても、令和６年の実績を超え、３，２００を超える団体への周知が実現。

周知内容１ 周知事績２

※１ 周知団体数は各省庁の報告に基づくものであり一部重複等あり。
※２ 周知団体数は令和８年１月２０日時点で「周知済」又は「周知予定」

と報告があったものを集計。

令和８年１月集計

① 確定申告における給与情報の自動入力について

会員事業者等に対して、従業員の給与所得の源泉徴収票

をオンラインで提出していただきたい旨を周知。

② 自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる

確定申告について

会員事業者等に対して、従業員へマイナンバーカード

及びマイナポータル連携などを活用した、自宅からの

e-Taxによる確定申告を呼びかけていただくよう周知。

③ 事業者のデジタル化促進について

会員事業者等において、国税庁が作成した事業者の

デジタル化促進に係る広報素材をご活用いただき、

事業者の業務のデジタル化促進を働きかけていただく

よう周知。
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令和９年1⽉からの源泉徴収票の提出方法の変更等について

令和９年１月１日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票につい

ては、事業主の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告

書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴

収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報

告書と同じになります。

改正の内容
給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署に給与所
得の源泉徴収票を提出したとみなされるため、源泉徴収票を税務
署に提出する必要がなくなります。

Point!

給与支払報告書の提出は でコスト削減！
エ ル タ ッ ク ス

eLTAX

ｅＬＴＡＸで給与支払報告書を一括提出すると、提出先の市区町村

へ自動的に振り分けられるため、書面や光ディスク等での提出と比

べ、コストや事務負担を大幅に削減することができます。

従業員への配付・郵送コストを削減することができ、業務のペーパレス化につながります。

個人住民税特別徴収税額通知を電子データで受けとれます！✓□

従業員の方の確定申告がさらに便利に！✓□
従業員の方が、確定申告書を作成する際、マイナポータル連携

により給与所得の情報が自動で入力されるようになります。

入力ミスも心配もなく、簡単・便利に申告書が作成できます。

令和９年１月から開始する源泉徴収票の提出方法の改正について、令和８年４月以降、事業主へ改正内容を周知する
とともに、eLTAXによる提出を勧奨していく。
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記帳水準の向上等に向けた青色申告特別控除の見直し（令和８年度税制改正）
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令和８年度税制改正大綱（令和７年12月19日 自民党・日本維新の会）（抜粋）

第一 令和８年度税制改正の基本的考え方
４.公平かつ円滑な納税のための環境整備
（５）税務手続のデジタル化の推進
納税者が簡便かつ適正に申告・納付を行うことができるよう、税務手続のデジタル化を推

進する。
取引から会計・税務までシームレスにデジタルデータで処理される仕組みやトレーサビリテ

ィが確保された帳簿書類の利用は、適正な申告を確保する観点から有益である。このため、
これらの機能を備えた電子帳簿を利用している場合に青色申告特別控除の額を上乗せする
措置等を講ずるとともに、こうした電子帳簿の普及・一般化に向けた官民連携の取組みを継
続する。
複式簿記の利用や電子申告への円滑な移行を図る観点から、これらに未対応の事業者につ

いては、官民が協働してその支援に取り組む。記帳に不備がある事業者への対応を含め、記
帳水準の更なる向上に向けた取組みを継続する。



 記帳水準の向上は、適正な税務申告の確保のみならず、経営状態を可視化し、経営の対応力を向上させる上でも
重要である。

 近年における会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえ、記帳水準の向上を図るとともに、デジタル時代
にふさわしい記帳や申告を一層推進する観点から、青色申告特別控除について以下の見直しを行う（令和９年分以
後の所得税について適用）。

① 請求書データ等との自動連携や訂正削除履歴の記録など一定の条件を満たす電子帳簿を作成及び保存してい
る納税者を対象として控除額の上限を引き上げる（65万円→75万円）。

② 簡易簿記による控除（10万円）の適用は、i)事業所得もしくは不動産所得に係る前々年の収入が1,000万円以
下の納税者、又はii)事業としての規模に満たない不動産所得者等に限定する。

③ 複式簿記による控除（①を除く。65万円）の適用は、電子申告を条件とする。

 当庁としても、こうした措置は、デジタルインボイス導入のインセンティブになるものと認識。税を起点として事業
者のデジタル化が進んでいくよう、当該措置も契機に、デジタルインボイスの普及に向けた効果的な周知広報に意
欲的に取り組んでいきたいと考えており、引き続きご協力をお願いしたい。

（注１）簡易簿記については、 i)事業所得もしくは不動産所得に係る前々年の収入が1,000万円以下（事業所得及び不動産所得がある場合は
いずれも1,000万円以下）の納税者、又は、ii)事業としての規模に満たない不動産所得者もしくは山林所得者が適用できることとする。

（注２）本件見直しの円滑な移行を図る観点から、複式簿記や電子申告に未対応の事業者については、官民が協働してその支援に取り組むこと
とする。また、記帳に不備がある事業者への対応を含め、記帳水準の更なる向上に向けた取組を継続する。

○ 現行制度

条件 控除額

複式簿記＋イ～ハのいずれか

65万円
イ 優良な電子帳簿（訂正削除履歴）

ロ 請求書データ等との自動連携

ハ 電子申告

複式簿記（上記イ～ハを満たさず≓書面申告） 55万円

簡易簿記 10万円

条件 控除額

複式簿記＋電子申告＋イ・ロのいずれ
か

75万円
イ 優良な電子帳簿（訂正削除履歴）

ロ 請求書データ等との自動連携

複式簿記＋電子申告 65万円

複式簿記（書面申告）
10万円

簡易簿記【対象を限定】（注１）

○ 見直し案

記帳水準の向上等に向けた青色申告特別控除の見直し（令和８年度税制改正）
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（参考）請求書等を帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度の新設について（令和７年度税制改正）

 令和７年度税制改正において、デジタルインボイスによる請求データ等を帳簿に自動連携する仕組み（デジタルシームレ
スの一部）が電子帳簿保存法上に位置付けられ、一定の要件を満たして送受信・保存を行った場合、重加算税の適用除
外措置を受けられることとなった。

 国税庁においては、本件税制改正を契機として、デジタルインボイスの普及・促進に向けて、一層の周知広報に取り組む。
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